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2023年 

発行／鳥取市中央人権福祉センター  

〒680-0823 鳥取市幸町151 

 （0857）24-8241 fax（0857)24-8067 

これらは、視覚障がい者を安全に誘導するために地面や床面に敷設されている

ブロックです。進む方向を表すブロックは、どちらでしょうか？ 

第1問 

ア  育児・介護休業法         イ   男女共同参画基本法 

ウ  母体保護法 

障がい者や高齢者が利用しやすいように公共交通施設や道路、建築物などの整備を

進めるために」 年に施行された法律はなんですか？ 

ア  ハートビルト法          イ   ハートバリアフリー法 

ウ  バリアフリー法 

「男女が平等な社会の実現」のため家事や育児、介護での責任分担や性差別の解消な

どを初めて法律を決めたもので、 年 月に公布・施行された法律は何ですか？ 

月 日～ 月 日 人権週間 です

第2問 

第3問 

第4問 

いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障がいのある人

や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落差別（同和問題）、ハンセン病問題と

いった多様な人権問題が依然として存在しています。 

 これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のことで

はなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深める

ことが不可欠です。 
法務省HPより 

ア ヘルプマーク 

イ 身体障がい者マーク 

ウ マタニティマーク 

ア ヘルプマーク 

イ 身体障がい者マーク 

ウ マタニティマーク 

このマークは、なにマークというでしょうか。 
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【答 え】 ウ 

【答 え】  ア ヘルプマーク 

【答 え】  イ 身体障がい者標識（身体障がい者マーク） 

【答 え】 

【解 説】 身体が不自由であることを理由に免許を受けている方が運転する車に付
けるマークです。 
このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行わないで下さい。 

【解 説】 義足など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としていることを
知らせることができるマークです。 
ヘルプマークを身につけた方を見かけた場合には、電車・バス内で席をゆずる、
困っているようであれば声をかけるなど思いやりのある行動をお願いします。 

【答 え】 イ 

【解 説】 ジェンダーの視点から性差による不平等を是正していく取り組みが、社会
のあらゆる場面で実現されることを定めた法律で、国や地方公共団体などの政策決
定への男女の共同参画などをあげています。男女共同参画基本法は、基本的な理念
を定めたもので、具体的には自治体の取り組みに委ねられています。 

【解 説】 正式名は「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」で
す。公共交通施設や建築物を新設する際、障がい者用トイレの設置や車いす使用者
用駐車場整備などのバリアフリー基準に適合させることを義務づけています。 

第1問 

第2問 

第3問 

第4問 

【解 説】 誘導ブロックは、進行方向を示します。②は警告ブロックで、危険個所や
誘導対象施設等の位置を示します。 

 株式会社 ヨロチョー ～調理品の提供による協定調印式～   

 『新しい食文化を通して、お客様・家族・地

域に“ヨロチョースマイル“を届けます。』を

モットーにされている株式会社ヨロチョー

（代表、北垣博康
きたがき ひろやす

氏）様から毎月ドーナツと

お弁当が子ども食堂（地域食堂）に届けられ

ます。 

 その調印式が11月 

９日（木）に

で行われました。 
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地域（こども）食堂開催について 
開催曜日については、変更の場合があります。市ホームページにて最新情報をご

覧いただき、各食堂へ事前確認・予約の上ご利用くださいますようお願いします。

12月 

食 堂 名  【連 絡 先】（会  場） 基本開催曜日 学習支援 

 きりんこども食堂  【0857-30-6814】 
第２･４水曜日 〇 

  （岩倉地区公民館 立川町6-174） 

 けたかくるりこども食堂  【0857-82-3363】 
第１･３金曜日 〇 

    （気高人権福祉センター 気高町下光元478－3） 

 江山こども食堂  【0857-53-1542】 
毎週水曜日 〇 

    （江山人権福祉センター 下味野1058-3） 

 ぽっと食堂   【090-8428-3089】 
月曜日 土曜日

〇 
  （みんなの居場所「ぽっと」 湖山町北1－664） ※定員20名 (土曜日） 

 ささえあい（地域）食堂  【0857-27-1064】 
月２回土曜日 〇 

  （西人権福祉センター 西品治674） 

 サンキッズ子ども食堂   【0857-27-4774】 
第２･４土曜日 〇 

  （上町屋老人憩いの家 国府町町屋53-2） 

 市役所すなばこども食堂   【090-1014-3849】※現在休止中 
毎週火・木曜日 〇 

  （すなば珈琲鳥取市役所店 幸町71） 

 すなばこども食堂   【090-1014-3849】※10/10再スタート 
第２火曜日 〇 

  （すなば珈琲賀露店 賀露町西3-27-1） 

 高草ちいき食堂  【0857-24-1763】 
第２土曜日 〇 

  （高草人権福祉センター 古海715-3） 

 おたべ食堂（おいしい・たのしい・勉強できる!!） 0857-22-4206】 
第４木曜日 〇 

  （修立地区公民館 吉方町1-201） 

 こども・若者食堂   【0857-24-8241】 
毎週木曜日 〇 

  （人権交流プラザ 幸町151） 

 寺子屋みらい   【0857-30-7471】 
毎週水曜日 〇 

  （みらい鳥取 千代水1-138） 

 とっとりこども食堂   【070-3789-4565】 
毎週火曜日 〇 

  （文化センター 吉方温泉町3-701） 

 ふれあい食堂  【0858-85-0135】 
第４土曜日 〇 

  （河原町コミュニティセンター 河原町渡一木277-1） 

 希来里（きらり）食堂  【0858-88-0806】 
第４日曜日 〇 

  （佐治人権福祉センター 佐治町古市71-3） 

 にじいろcaf    【070-4297-1377】 
毎週木曜日 ※〇 

  （福祉文化会館 西町2-311） 

 南・フレンド食堂  【0857-53-0412】 
第２土曜日 〇 

     (南人権福祉センター 八坂49-6） 

 おもかげちいき食堂   【090-8360-0306】 
第２土曜日 ― 

   (面影校区内公民館を巡回） 

 みんなの居場所「〇(えん)」  【070-5651-1556】 
第１水曜日 〇 

  （しかの宿「殿町」 鹿野町鹿野1769） 

 みなよし食堂  【0857-32-8482】 
火・金・土曜日 〇 

  （みんなの実家 南吉方3-215） 

 いなばやまキッズサロン    【090-7976-4245】         
第２･４木曜日 〇 

  （稲葉山地区公民館 卯垣5丁目57） 
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 こどもとちいきの食堂なしのみ   【080-9665-2604】 
月1回,毎月２４日 〇 

  （こどもとちいきの食堂なしのみ 紙子谷29-4） 

 とものいえ食堂   【080-2649-2964】 
第２･４土曜日 〇 

  （鳥取友の会友の家  湖山町西１-353） 

 よりみち広場   【0858-87-2447】 
第３又は第４水曜日 〇 

  （用瀬町民会館  用瀬町別府34-7） 

 コミュニティカフェ mashiro   【0857-30-7677】     
第２･４土曜日 〇 

  （コミュニティカフェ  美萩野1丁目118-18） 

 ごえん   【080-9340-9051】 
水・土・日曜日 〇 

  （ごえん  円護寺９４） 

 地域食堂COCON   【090-6756-4681】 
金・土・日曜日 〇 

  （地域食堂COCON  職人町２６） 

食 堂 名  【連 絡 先】（会  場） 基本開催曜日 学習支援 

地域（こども）食堂開催について 続き 

開催曜日については、変更の場合があります。市ホームページにて最新情報をご

覧いただき、各食堂へ事前確認・予約の上ご利用くださいますようお願いします。

【より親しんでいただける広報紙へ！】 ア ン ケ ー ト 受 付 中！ 

   人権福祉センターの広報紙をお読みいただきありがとうございます。 
   アンケートにお答えいただけたら幸いです。 回答はこちらをアクセス  

カウンセラー相談

【開催日】12 月 ５ 日(火)・19 日(火)

【時 間】 15：00～17：00 

【定 員】 ２名まで 

（※予約制・先着順・１人あたり6０分） 

夜間弁護士相談

【開催日】 12 月 21 日 (木)

【時 間】 18：30～20：30 

【定 員】 ３名まで 

（※予約制・先着順・１人あたり３０分） 

ご希望の方は、 

中央人権福祉センターまで

ご連絡ください。 

12月  人権・生活相談 日程 

 センターの場所がわからない場合は、
お気軽にお電話ください。 
           （  0857-24-8241） 

JR鳥取駅から９００m 
１００円バス「くる梨」（全コース赤・青・緑） 
☆「市役所前」下車 450ｍ 

【鳥取市中央人権福祉センター 】鳥取市幸町１５１ （鳥取市人権交流プラザ内） 

鳥取市役所 

● 
セブン 
イレブン 

交

通

案

内

お気軽にご相談ください。 


